
土木建築委員会会議記録 

 

土木建築委員長  太田 正美   

 

１ 日 時 

   令和５年１２月７日（木） 午後１時２９分から 

                午後３時１８分まで 

 

２ 場 所 

   第１委員会室 

 

３ 出席した委員の氏名 

太田正美、井上明夫、宮成公一郎、三浦正臣、高橋肇、原田孝司、戸高賢史 

 

４ 欠席した委員の氏名 

   な し 

 

５ 出席した委員外議員の氏名 

   阿部長夫 

 

６ 出席した執行部関係者の職・氏名 

土木建築部長 三村一 ほか関係者 
 

７ 会議に付した事件の件名 

   別紙次第のとおり 

 

８ 会議の概要及び結果 

（１）第１０１号議案、第１０２号議案、第１０３号議案及び第１０８号議案のうち本委員会

関係部分については、可決すべきものといずれも全会一致をもって決定した。 
（２）新たな大分県長期総合計画案の骨子について、建設工事従事者の安全及び健康の確保に

関する大分県計画の変更について、大分県高齢者居住安定確保計画の変更について及び令

和５年６月３０日からの梅雨前線豪雨災害対応の進捗状況についてなど、執行部から報告

を受けた。 

（３）閉会中の継続調査について、所定の手続を取ることとした。 

 

９ その他必要な事項 

   な し 

 

１０ 担当書記  

   議事課議事調整班   主査 羽田野正洋 

   政策調査課調査広報班 主幹 河野幸代 

 
  



土木建築委員会次第 

 
日時：令和５年１２月７日（木）１３：３０～  
場所：第１委員会室              

 
１ 開  会 
 
 
２ 土木建築部関係                      １３：３０～１４：５０ 
（１）付託案件の審査 
      第１０８号議案 令和５年度大分県一般会計補正予算（第３号）（本委員会関係部分） 
   第１０１号議案 公の施設の指定管理者の指定について（文教警察委員会に合い議） 

第１０２号議案 工事請負契約の変更について 
第１０３号議案 大分県県営住宅等の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

（２）諸般の報告 
  ＜法令に基づく報告＞ 
   ①報 第４０号 損害賠償の額の決定について 
  ＜その他の報告＞ 
   ②新たな大分県長期総合計画案の骨子について 
   ③国土強靱化基本計画の変更及び大分県地域強靱化計画の改定について 

④建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する大分県計画の変更について 
   ⑤大分県高齢者居住安定確保計画の変更について 
   ⑥ホーバーターミナルおおいたの設置及び管理に関する条例の制定について 

（大分県港湾施設管理条例の一部改正） 
   ⑦令和５年６月３０日からの梅雨前線豪雨災害対応の進捗状況について 
（３）その他 

 
 
３ 協議事項                          １４：５０～１５：００ 
（１）閉会中の継続調査について 

（２）その他 

 
 
４ 閉  会 
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別紙 

会議の概要及び結果 

太田委員長 ただいまから土木建築委員会を開

きます。 

本日は委員外議員として阿部長夫議員に出席

いただいています。 

委員外議員の方が発言を希望する場合は、委

員の質疑の終了後に挙手し、私から指名を受け

た後、長時間にわたらないよう要点を簡潔に御

発言願います。 

また、本日は諸般の報告の６番に関連して、

企画振興部交通政策課の藤川課長にも出席いた

だいています。よろしくお願いします。 

まず審査に先立ち、執行部から発言したい旨

の申出があったので、これを許します。 

三村土木建築部長 冒頭、御礼申し上げます。

１２月４日に中九州横断道路の宮河内－犬飼間

において計画段階評価が実施され、これまでの

三つのルート案から、最も臼杵側のルートに加

えて大分市の吉野付近にインターチェンジを設

置する最終案が示されました。このルートは臼

杵へのアクセスが極めて大切だと考えている大

分県が要望していた案で、高い評価をしていま

す。ここに至るまで委員の皆様には様々な機会

を通じて、３回目の計画段階評価の早期実施、

加えて臼杵側ルート、さらに吉野付近のインタ

ーチェンジの設置を要望していただきました。

これまでの力強い後押しの結果、今回の採択の

結果だと思っています。改めて深く御礼申し上

げます。 

次に、今年の梅雨前線豪雨災害に関しては、

１１月１０日までに災害査定が行われ、合計４

７３件１２７億４，５００万円の査定額が決定

しています。応急的に工事を行わなければなら

ない箇所は、災害査定を待たずに工事着手して

おり、今年度中に全体の９０％以上の工事を発

注予定です。また、１１月８日に定例外の土木

建築委員会の所管事務調査が行われ、委員の皆

様には由布市、日田市などの現地で各土木事務

所の担当者に労いの言葉を掛けていただいたと

聞いており感謝申し上げます。現地で御指導や

御助言いただいた点を踏まえ、１日も早い復旧

復興に土木建築部一丸となって取り組んでいき

ます。 

さて、本議会において土木建築部から国の補

正予算の受入れを中心とした令和５年度大分県

一般会計補正予算（第３号）のほか、公の施設

の指定管理者の指定など４件の議案の審議をお

願いしています。また、新たな大分県長期総合

計画案の骨子などの報告をいたします。 

なお本日、港湾課長の多田が体調不良のため、

港湾課ポートセールス推進監の志賀が代理で出

席します。 

何とぞ慎重御審議の上、御賛同いただくよう

お願いします。 

太田委員長 それでは、審査に入ります。 

本日審査いただく案件は、今回付託を受けた

議案４件です。この際、案件全部を一括議題と

し、これより土木建築部関係の審査に入ります。 

まず、第１０８号議案令和５年度大分県一般

会計補正予算（第３号）のうち本委員会関係部

分について、執行部の説明を求めます。 

三村土木建築部長 それでは、第１０８号議案

令和５年度大分県一般会計補正予算（第３号）

に関する土木建築部関係の歳出予算の補正内容

について御説明します。土木建築委員会資料の

２ページを御覧ください。 

令和５年度１２月補正予算説明資料（土木建

築部）です。まず、１補正予算額の表の中ほど、

太枠で記載した計欄を御覧ください。 

既決予算額１，０４６億２，９４２万１千円

に、その右の今回補正予算額２４３億３，５２

３万円を増額すると、その右の補正後現計額の

欄にあるとおり、補正後の土木建築部の一般会

計歳出予算総額は１，２８９億６，４６５万１

千円となります。増額の理由としては、国の経

済対策による防災・減災、国土強靱化のための

５か年加速化対策予算を積極的に受け入れるこ

とによるものです。災害に強い強靱な県土づく

りを加速させるため、緊急輸送道路の整備や河
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道の掘削、砂防ダムの建設などに集中的に取り

組むことができるよう、下段の補正事業一覧に

記載のとおり（公）道路改良事業費など２５事

業について補正をお願いするものです。 

この後、債務負担行為の補正及び繰越明許費

の補正について土木建築企画課長から御説明す

るので、御審議のほどよろしくお願いします。 

中川土木建築企画課長 続いて、債務負担行為

について説明します。資料の３ページを御覧く

ださい。 

２債務負担行為の補正です。ゼロ県債につい

ては債務負担行為の積極的な活用により公共工

事の施工時期の平準化とともに防災効果の早期

発現を図るため、出水期に備えた河床掘削や危

険な法面の対策等を実施する事業に対し、一般

会計で２２事業４５億円の設定をお願いするも

のです。 

 続いて、資料の４ページを御覧ください。 

３繰越明許費（限度額）です。今回、繰越明

許費を設定する事業は、国の補正予算を受け込

んだ事業で、発注時に適切な工期を確保する必

要がある事業について、表の太枠で記載したと

おり一般会計公共事業で追加分２事業３億６，

９００万円、変更分１９事業１２４億５，２０

０万円の繰越明許費の設定をお願いするもので

す。これに第３回定例会で承認いただいた既決

分を加えると、一般会計と特別会計の合計で３

３７億６，１００万円となります。これらにつ

いては前払金や部分払などによって可能な限り

年度内支出に努めていきます。 

なお、今後事業を進めていく上で、現場の状

況変化など不測の事態が生じた場合は、契約済

のものも含め、令和６年第１回定例会において

改めて繰越明許費の追加又は変更をお願いしま

す。 

太田委員長 以上で、説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。委員の皆様から御

質疑、意見等はありませんか。 

三浦委員 国土強靱化の関係ですが、昨年度の

補正予算が２２８億円程度だったと思いますが、

今年度は約２４３億円ですよね。 

中川土木建築企画課長 はい、そうです。 

三浦委員 県内各地から要望、要求が上がって

いますが、国の予算が先細りになっている中で、

昨年よりも増額となっており、大分県は予算の

確保が十分できている印象を受けます。各市町

だと思いますが、その辺の要望状況と国に対し

ての予算確保がしっかり取れているのか。 

我々もせんだって、国土交通省、財務省など

に行くと、職員の皆さんからしっかり声を上げ

てほしい、要望が欲しいとの話がありました。

具体的な各市町村との取組状況、その辺がもし

分かれば教えていただきたいと思います。 

三村土木建築部長 御質疑ありがとうございま

す。今、三浦委員がおっしゃったように国土強

靱化の予算は今年も入っており、国土強靱化に

対して常日頃から市町村と意見交換をしていま

す。ある程度の事業の予算を確保できていると

思っており、その結果、いろんなところで成果

が如実に出ています。やはりハード対策をした

ところは強いと思っていて、例えば日田市のス

リットダム、大石川の上水路、玉来ダムもしか

り、必要な額を付けていただいた結果、救える

命や財産もあるという感覚を持っています。 

今後も市町村と連絡、連携を密にし、国土強

靱化予算をしっかりと取りに行く。また議員の

皆様の力をお借りしながらやりたいと思います

ので、どうかよろしくお願いします。 

三浦委員 部長がおっしゃるとおり、しっかり

市町村と連携を取りながら、それと当初予算、

５か年加速化対策の予算がどんどんかなり先細

りで少なく、当然今、前倒しで予算は出ていっ

ている状況なので、大分県としてしっかり予算

を確保していくことで、他県に負けないように

やっていただきたい。 

また我々も、その先の先も含めて、しっかり

要望活動を行っていきたいと思うのでよろしく

お願いします。 

三村土木建築部長 国土強靱化予算で、例えば

今度の５か年加速化対策は５年で事業１５兆円

ですが、我々もその先どうなるかものすごく心

配していましたが、先般、国土強靱化法が改正

され、次の実施中期計画をしっかり作ってくれ

ると聞いています。 
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今回の補正予算もこれからよく分析しなけれ

ばいけません。額はちゃんと確保できています

が、国土強靱化の枠とは別の予算を入れて、額

を確保している仕組みになっている感じがしま

す。ちょっと分析に時間が掛かりますが、いず

れにせよ実施中期計画を国が策定するので、そ

の中で大分県の要望をしっかり行っていく、こ

こが肝要だと思うので、ちょっと安心していま

すし、またぜひともお力添えをいただけたらと

思います。 

三浦委員 最後に、確か６月だったですか、法

が改正され、これから明確化されていくと思う

ので、しっかり大分県の土木建築部の予算確保

を、我々委員会としてもやっていきたいと思う

ので、どうぞよろしくお願いします。 

宮成委員 前年度の決算で不用額が１，４６０

億円のうちの８億円ぐらいだったかと思います

が、予算が取れているのはすごくありがたい中、

一方で建設業者等の体力が落ち込んでいます。

実際に今年度の発注、落札状況については、前

回のとき、おおむねうまくいってるとのことで

したが、今年度の災害等を受けて、直近の状況

や今後どのような見通しかコメントがあればよ

ろしくお願いします。 

清永公共工事入札管理室長 前回も契約につい

て、特に不調不落の状況の御質疑をいただきま

した。前回も話したように毎月定期で確認して

おり、最新の状況は６．１％の不調不落が発生

しています。これは令和３年度の令和２年７月

豪雨等による復興のための工事がピークだった

時期と同じ時期になります。そのときが１０．

５％でした。それに対して現在６．１％で、ち

なみに昨年の同時期は８．６％で、状況として

は前回御説明したときより、そのまま発生率も

横ばいで来ていたので、案件が難しかったら条

件を変えて契約して、その繰り返しで推移して

いるので、今のところ新たな補正予算が来ても

大丈夫だと認識しています。 

原田委員 今回、盛土災害防止調査費８千万円

が付いています。静岡県の熱海での土石流のこ

ともあって、県民は大変気になる問題だと思っ

ています。 

今回視察する中で、県の事業についてはトン

ネル工事で出た土を、また別のところで使うと

いうことで計画的にできていますが、例えば、

民間で盛土について調整する機関は今どうなっ

ているか、ぜひ教えていただければと思います。 

秋月都市・まちづくり推進課長 盛土災害防止

調査費の件については、区域設定をする基礎調

査並びに現況の盛土がある箇所の調査費に使う

補正予算です。５年に１度、１サイクルで県内

全域を調査することが法に定められていて、そ

れを前倒ししてやる予算を確保したということ

です。 

原田委員 盛土規制法に関して聞きたかったの

は、民間で余った土をどこかが使うとか、そう

いう調整機関があったら、こういう問題はなか

なか起こりにくいと思ったので、そういう機関

が民間であるのかなと思ってお伺いしました。 

中村建設政策課長 私の知る限りではそういっ

た調整機関は聞いたことがありませんので、今

回、盛土規制法でしっかり規制していこうと、

そういう意見になったのではないかと考えてい

ます。 

原田委員 分かりました。結構です。 

太田委員長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

太田委員長 委員外議員の方は御質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

太田委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より採決に入ります。 

本案のうち本委員会関係部分については、原

案のとおり可決すべきものと決することに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

太田委員長 御異議がないので、本案のうち本

委員会関係部分については、原案のとおり可決

すべきものと決定しました。 

次に、第１０１号議案公の施設の指定管理者

の指定についてですが、本案については関係す

る文教警察委員会に合い議していることを申し

添えます。それでは、執行部の説明を求めます。 

中川土木建築企画課長 第１０１号議案公の施
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設の指定管理者の指定について御説明します。

資料の５ページを御覧ください。 

別府港機械管理駐車場・県営３号上屋・石垣

地区緑地、大分港大在コンテナターミナル、大

分スポーツ公園、高尾山自然公園及び大分県立

武道スポーツセンターにおいて、指定管理者が

今年度末をもって更新時期を迎えます。 

令和６年度からの新たな指定管理者の指定に

あたっては指定管理候補者選定委員会を設置し、

申請団体に対するヒアリング等を行い、慎重か

つ厳正に審査を実施しました。このたび、これ

ら施設の指定管理候補者を選定したので、地方

自治法の規定に基づき指定の承認をお願いする

ものです。 

 まず、別府港機械管理駐車場・県営３号上屋

・石垣地区緑地についてです。申請のあった１

団体について審査を行った結果、株式会社ササ

キコーポレーションを指定するものです。 

選定委員会における評価については、別府港

や港湾施設に関する専門的な知識や管理運営実

績を有していることなどから、新たに指定管理

者として選定された際に、堅実な管理運営及び

さらなる施設の活用を行うことができるとの評

価がなされました。また、イベント開催数や施

設来場者数についても、別府市内の各施設の状

況を加味した具体的な計画が認められることか

ら、目標の達成が期待できるとの意見をいただ

いたところです。 

指定期間は令和６年度から令和７年度までの

２年間で、当施設は利用料金制を導入している

ため提案価格はありません。 

次に、資料の６ページを御覧ください。 

大分港大在コンテナターミナルについてです。

申請のあった１団体について審査を行った結果、

株式会社大分国際貿易センターを指定するもの

です。選定委員会における評価は、施設の３６

５日２４時間フルオープンを堅守するための目

標指標である安全管理率１００％達成、県や関

係団体と連携し、地域経済の発展に寄与する提

案等が施設の設置目的や運営の方向性に合致し

たものであり、これまでの実績も踏まえ、管理

能力を有すると認められるとの評価がなされま

した。 

指定期間は令和６年度から令和１０年度まで

の５年間で、提案価格は総額２億８，０７７万

円です。 

続いて、資料の７ページを御覧ください。 

大分スポーツ公園、高尾山自然公園及び大分

県立武道スポーツセンターについてです。申請

のあった２団体について審査を行った結果、株

式会社大宣を指定するものです。選定委員会に

おける評価は、ノウハウの蓄積をいかした堅実

な施設の維持管理計画が立案されており、管理

運営にあたっての地域住民やＮＰＯ等との連携、

協働や自主事業の実施案も具体的で安定性、信

頼性が高いとの評価がなされました。また、経

費の縮減については、提案価格が他団体より１

３３万５千円下回っており、この点も評価され

ました。 

指定期間は令和６年度から令和１０年度まで

の５年間で、提案価格は総額３０億７，４５０

万円です。 

太田委員長 以上で、説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。委員の皆様から御

質疑、意見等はありませんか。 

戸高委員 別府港と大分港、これは二つとも申

請事業者は１者ですよね。それぞれサービス改

善とかいろいろ提案事業があると思いますが、

この高く評価された大分港の夏休み親子教室。

それがどういうもので評価されたのかというこ

と。 

あと、ササキコーポレーションの分は事業実

績報告、これは毎年又は年度ごとになるのか、

それとも指定管理が終わった後に報告されるの

か、どこで公表するのか分かれば教えてくださ

い。ここについても九州ＵＭＩアカデミーのイ

ベントを引き続きやるということなので、その

実績が分かれば教えてください。 

志賀ポートセールス推進監 では、大分港大在

コンテナターミナルの提案事業から。戸高委員

のおっしゃるとおり、夏休みに子どもたちを集

めて、親子教室を行っています。今年８月１８

日に大在コンテナターミナルで、冷凍倉庫や大

きなガントリークレーンを実際に子どもたちに
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見てもらい、午前中４５人、午後４４人、合計

８９人で、実は応募はそれよりも多くあって大

変人気のイベントでした。子どもたちにアンケ

ートを取り、それを見ると大変よかった、ため

になった、いい経験ができたと言う意見と、保

護者からも同様に、いい経験ができありがたい

と言う意見をいただきました。 

それから別府港ですが、実績については毎年

報告してもらい、翌年の評価になるかと思いま

す。ササキコーポレーションは現行、別府市に

ある別府北浜ヨットハーバーの指定管理者であ

り、そちらで戸高委員御指摘の九州ＵＭＩアカ

デミーというイベントをしています。別府港上

屋の駐車場の指定管理候補者として今回提案し

ていますが、こちらについてもそういった上屋

なども使いながら、九州ＵＭＩアカデミーの事

業拡充を行いたいという内容で御提案がありま

した。 

三浦委員 現在、別府北浜のヨットハーバーの

指定管理者であるササキコーポレーションにつ

いて、今回別府港の利用料金のところで提案価

格等の表記がないのですが、実際２年間任せる

ことになり、その辺が実際どうなのかなと思い

ました。県としてこういった形の提案の仕方が

いいのか広く考え、検討したと思いますが、そ

の辺の収支計画の内容等について、適格性及び

実現の可能性とありますが、実際に１年間の収

入、支出、大体どんな感じかが我々に全然見え

てこないので教えていただきたいと思います。 

志賀ポートセールス推進監 現行の指定管理者

としての昨年実績は、駐車場の使用料収入が年

間約３，４００万円です。その運営費として上

屋や駐車場、緑地の維持管理費に２，１００万

円ほどなので、１千万円ほどの収支の黒字です。 

今年度の指定管理者の取組状況を見ながら、

今回のササキコーポレーションの提案で十分行

けるという選定委員会での結論を踏まえ、今回、

最終の候補者としました。 

三浦委員 １年間を通して１，３００万円ぐら

いの黒字が出ているとのことですが、実際そう

いったケースでやった方がいいのか、その辺の

基本的な考え方はどうでしょうか。 

志賀ポートセールス推進監 そこについては別

府港の上屋と駐車場、緑地の管理を収入源とし

て、駐車場の利用料の活用を図ることを目的に、

上屋の活用を図るなど活性化してもらいたい趣

旨で、提案額がない形での指定管理者の指定に

なっていると考えています。 

高橋委員 午前中の文教警察委員会に委員外議

員として参加しました。最後の株式会社大宣、

大分スポーツ公園ですが、ここに決まったのは、

提案価格がほかの団体より安かったことが大き

いのかという質疑がありました。ほかの団体は

一体どういう提案価格で、何がマイナスだから

こっちに決まったというのがなくて、指定管理

者はここですよと言うだけなので、そういう部

分の資料提供はないのかとの要望も確かあった

と思います。 

ほかのササキコーポレーションとか貿易セン

ターとか、資料からは１者だけか分からないし、

他の団体があとどのくらいあるのかも分かりま

せん。そこら辺の比較検討ができずに、どうで

しょうかと言われても困るという意見、要望が

出たので、ここで同じ意見を述べさせていただ

きます。 

太田委員長 それは資料を提出してくれという

受け取り方でいいのでしょうか。 

高橋委員 可能な範囲であると、比較検討やこ

ういう部分が優れていていいのじゃないかなど、

単なる価格だけではない判断が付くかなと思い

ます。 

藤内公園・生活排水課長 今、伺いました株式

会社大宣について、２者のうちもう１者は、お

おいたＪＭＯスポーツパートナーズでした。そ

この評価は観光の振興やイベントの実績のノウ

ハウをいかして、利活用促進のプランを立てた

ことは評価されました。ただ、スポーツレクリ

エーションの振興利用増加策などが、具体性の

ある提案が見られなかったために、提案内容全

体についての現実性が乏しいところが大宣と比

べて少し悪かった点だと評価されています。 

それに関しては県ホームページに出している

資料もあるので、後ほど届けたいと思います。 

志賀ポートセールス推進監 別府港と大分港の
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応募については、双方とも１者のみの応募でし

た。報告です。 

戸高委員 文教警察委員会で同様の話が出たの

で、土木建築委員会でも聞いてくださいと言わ

れた委員がいました。私が代わりに聞きますが、

ホームページの資料を見てみると、やはり芝の

管理で倍ぐらい点数が違っていますね。そうい

う意味では、大宣は、芝に関してはすごく管理

がいいんだなと総合評価及び得点を見る限りは

そう思います。 

ラグビーワールドカップ時代にハイブリッド

芝にして、その管理自体はそのままにしている

のか、１回張り替えた話もちょっと耳にしたこ

とがありましたが、それがハイブリッドのまま

でキープしているのかを聞かれていたので教え

てください。 

藤内公園・生活排水課長 ハイブリッド芝にし

たのはラグビーワールドカップのときで、その

ままハイブリッド芝を使っています。 

ラグビーワールドカップのときに１２会場あ

りましたが、５会場がハイブリッド芝で、確か

にそのうち二つが芝生を張り替えています。ハ

イブリッド芝は大体４年から５年の供用になっ

ているので、張り替えているところもあります。 

戸高委員 では、４年から５年の供用というこ

とは、今後やはり張替えが出てくると考えてい

いですか。 

藤内公園・生活排水課長 現在、いろんな工法

を使って今ある芝をなるべく長く使おうと長寿

命化をやっていますが、いずれあるタイミング

で芝の張替えが予想されています。 

戸高委員 分かりました。ありがとうございま

す。 

太田委員長 私からちょっと素朴な疑問ですが、

別府港の指定期間が２年、ほかのところは５年

ですが、どういう違いがあるでしょうか。 

志賀ポートセールス推進監 ほかのところは５

年ですが、別府港は港の再編計画を平成３１年

３月に立てていて、令和８年には今回の指定管

理の対象である駐車場を取り壊す予定になって

いるので、指定管理の対象が無くなります。さ

らに、さきほど申したこの指定管理については、

駐車場の使用料の収入を運営経費として回すた

め収入源が無くなってしまうので、令和６年度、

令和７年度の２か年の指定管理の期間としてい

ます。 

太田委員長 その収入源を無くす意味合いはも

っと何かほかに、無くす以上のものを新しく作

る意味でしょうか。 

志賀ポートセールス推進監 そうですね、再編

計画によって駐車場も取り壊すものです。 

太田委員長 だから、その根拠と言うか、何で

取り壊すのか。収入源を断ってまで取り壊す意

味。どういう意味合いがあるからそれを取り壊

すのかが見えてこないのですが。 

三村土木建築部長 別府港に関しては、フェリ

ーの着く場所や上屋がばらばらとか、交通がう

まくいっていないなどで別府港全体を見直そう

と平成３０年から取り組んでいます。そこで、

新しい上屋、集合した上屋にしながら、背後地

も全部作り直そうと今計画しています。その一

環で、今の施設を一部壊して、全体的に別府港

ににぎわいを持たせようと考えています。当然

その中には駐車場もあるし、にぎわいの場所も

ある。そういった計画があるから２年間となっ

ています。生まれ変わる別府港の途中で壊す過

程が入ってくると御理解いただけたらと思いま

す。 

太田委員長 そうすると、でき上がったときに

また新たな指定管理者を募集する過程を想像し

ていいでしょうか。 

三村土木建築部長 いずれにせよ、コンペでど

ういう計画にするか、そこが指定管理なのか、

するとしてもどの範囲なのかは今後の話だと思

っています。いずれにしてもいいものを作りた

いと思いますので頑張ります。 

太田委員長 ほかに御質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

太田委員長 委員外議員の方、御質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

太田委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より採決に入ります。 

なお、本案について文教警察委員会の回答は、
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原案のとおり可決すべきとのことです。本案は、

原案のとおり可決すべきものと決することに御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

太田委員長 御異議がないので、本案は原案の

とおり可決すべきものと決定しました。 

次に、第１０２号議案工事請負契約の変更に

ついて、執行部の説明を求めます。 

瀬戸道路建設課長 第１０２号議案工事請負契

約の変更について御説明します。資料の８ペー

ジを御覧ください。 

本議案は、令和３年１２月１３日に三井住友

建設鉄構エンジ・臼杵造船特定建設工事共同企

業体と契約した国道１９７号鶴崎拡幅における

乙津橋上部工工事の工事請負契約について変更

するものです。 

国道１９７号鶴崎拡幅は大分市庄境から乙津

町までの間、延長２．８キロメートルにわたり

道路改築事業を進めています。本案件について

は、令和５年第３回定例会における常任委員会

の諸般の報告にて契約金額が増となる見込みで

あることを説明しましたが、内容が確定したの

で改めて御説明します。 

資料の９ページを御覧ください。 

工事の進捗状況ですが、資料右上の写真のと

おり今年３月に橋桁の架設を完了し、出水期の

工事中断を挟み、１０月２１日から工事を再開

し来年３月末に完了する予定です。 

契約金額の増について、大きく二つの要因が

あります。１点目は、橋桁を架設するクレーン

の規格変更に伴う約２千万円の増額です。左の

図面を御覧ください。青色で着色している当初

計画では、クレーンを設置する施工ヤードを橋

梁の下まで整備し、１５０トンクレーンで橋桁

を吊り上げて架設する予定でしたが、本工事に

先立って行った下部工工事において基礎部分の

施工の際、地中に旧橋の基礎と思われるコンク

リート塊が見つかったため撤去する必要が生じ

ました。撤去工事に不測の日数を要し橋脚工事

が予定よりも長くかかったため、橋脚根固工の

施工が後ろ倒しとなり、橋桁の架設時期と橋脚

根固工の施工時期が重複しました。このため、

図面に赤色で着色した範囲までしか施工ヤード

の整備ができず、離れた位置から橋桁を架設す

る必要が生じ、作業半径を広げるためクレーン

の規格を１５０トンから３５０トンに大きくし

たことによる増額です。 

２点目は、インフレスライド等による約１億

円の増額です。工期内の労務費や資材費の変動

に対処するため、大分県公共工事請負契約約款

に規定するスライドの条項を適用し増額するも

のです。 

資料８ページにお戻りください。 

右上の工事概要に記載したとおり契約金額は

当初１０億５，３９６万５千円に対し、変更１

１億７，７８６万７，９００円となり１億２，

３９０万２，９００円増額するものです。 

太田委員長 以上で、説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。委員の皆様から御

質疑、意見等はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

太田委員長 委員外議員の方、御質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

太田委員長 別に御質疑等もないので、これよ

り採決に入ります。 

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

太田委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

次に、第１０３号議案大分県県営住宅等の設

置及び管理に関する条例の一部改正について、

執行部の説明を求めます。 

大谷公営住宅室長 第１０３号議案大分県県営

住宅等の設置及び管理に関する条例の一部改正

について御説明します。資料の１０ページを御

覧ください。 

本条例は、県営住宅等の設置や管理について、

必要な事項を定めたものです。資料上段の１条

例改正の背景・理由です。老朽化した県営住宅

の用途廃止に伴い、大分県県営住宅等の設置及

び管理に関する条例を一部改正するものです。 

次に、資料中段の２条例改正の概要です。改
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正内容は条例別表第一から赤線で表示している

県営中の原住宅、県営金屋住宅を削除するもの

です。 

まず、県営中の原住宅です。所在地は中津市

大字永添で、棟数は１棟の平屋、管理戸数は５

戸であり、１９６６年に建設され現在築５７年

です。次に、県営金屋住宅です。所在地は宇佐

市大字金屋で、棟数は２棟の平屋、管理戸数は

９戸であり、１９６４年、１９６５年に建設さ

れ、それぞれ築５９年、５８年です。 

以上、二つの県営住宅において、全ての入居

者が退去したことから、今年度末までに解体工

事を実施する予定としており、施行日は公布の

日からとしています。 

太田委員長 以上で、説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。委員の皆様から御

質疑、意見等はありませんか。 

井上副委員長 一ついいですか。もう老朽化し

たし、入ってもいないからということですが、

この跡地はどうなりますか。 

大谷公営住宅室長 跡地については、今のとこ

ろ予定はありません。それぞれ中津市、宇佐市

と情報共有を図っていて、今後の利活用につい

て一緒に協議したいと考えています。 

太田委員長 ほかに御質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

太田委員長 委員外議員の方、御質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

太田委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より採決に入ります。 

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

太田委員長 御異議がないので、本案は原案の

とおり可決すべきものと決定しました。 

以上で、付託案件の審査を終わります。 

次に、執行部より報告をしたい旨の申出があ

ったので、これを許します。 

まず、①の法令に基づく報告をお願いします。 

瀬戸道路建設課長 報第４０号損害賠償の額の

決定について説明します。資料１１ページを御

覧ください。 

県有地樹木の倒木による隣接家屋への損害賠

償について報告するものです。 

初めに、１倒木の概要です。去る７月１５日

午後２時頃、長引く大雨の影響で地盤がゆるく

なったことや木の老朽化が原因と推測され、由

布市湯布院町湯平にある県有地内の傾斜面に生

えていた杉が根元から倒れ、隣接する田中氏住

宅の屋根に接触し、屋根の一部が損傷しました。

なお、今回倒木が発生した県有地は、過去に大

分県道路公社が取得した用地を計画変更に伴い、

大分県名義に変更したものです。 

２損害賠償の概要ですが、県有地の管理に瑕

疵があったことから住宅所有者に対し、損傷し

た屋根の修理費用として１６万５０円を賠償し

ています。賠償の根拠は民法第７１７条第２項

であり、負担については修理費用を精査の上、

全額県の負担としています。なお、賠償額が３

００万円以下であったことから地方自治法第１

８０条第１項の規定により１０月２３日に専決

処分しています。 

最後に３今後の対応方針ですが、当該県有地

には、ほかにも約４０本の杉の木が生えていま

すが、これらについて倒木の危険性がある樹木

から優先的に伐採撤去していきます。また、当

該県有地のように、大分県道路公社から大分県

に名義変更した県有地が８５筆あることが分か

りましたが、本件のように他者に被害を与える

危険性がある県有地は、今回倒木が発生した県

有地のみでした。なお、これらの県有地につい

ては公的用途での利用見込みや隣地所有者等を

調査しながら売却先を模索し、計画的な処分等

に努めていきます。 

太田委員長 以上で、説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。委員の皆様から御

質疑、意見等はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

太田委員長 委員外議員の方、御質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

太田委員長 別に御質疑等もないので、次にそ

の他の報告である②の報告をお願いします。 
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中村建設政策課長 新たな大分県長期総合計画

案の骨子について説明します。資料の１２ペー

ジを御覧ください。 

 これは、大分県行政に係る基本的な計画の議

決等に関する条例に基づき、立案過程における

報告を行うものです。 

１３ページを御覧ください。 

左中ほどの策定の趣旨にあるとおり、現行計

画が令和６年度末で終期を迎えるため、これま

での大分県づくりを継承するとともに、時代の

要請や潮流の変化にしっかりと対応し、大分県

を新たなステージへと発展させるため、新たな

計画を策定することとしています。 

計画の期間は令和６年度を初年度とし、令和

１５年度までの１０年間としています。ただし、

策定後の情勢変化に柔軟に対応できるよう中間

年の令和１０年度に見直しを行います。 

 基本目標については、誰もが安心して元気に

活躍できる大分県、知恵と努力が報われ未来を

創造できる大分県とし、実現にあたっては対話、

継承・発展、連携の三つの基本姿勢で臨むこと

としています。 

１４ページを御覧ください。 

計画の構成です。計画の策定にあたって、時

代の要請や潮流の変化の次に、基本目標を掲げ、

それが達成された際には共生社会おおいた、選

ばれるおおいたが実現されることを示すことと

しています。その上で、分野別政策・施策を掲

載し、最後に基本目標が達成された姿をイラス

トも加えて分かりやすく紹介したいと考えてい

ます。 

１５ページを御覧ください。 

新たな政策・施策体系の案です。安心は７政

策２４施策、元気は７政策１６施策、未来創造

は５政策１７施策としています。 

１６ページには主なポイントを整理していま

す。 

安心の分野では、自然災害が頻発・激甚化す

る中、安心の大前提となる災害対策を先頭に位

置付け、あわせて自然災害と地球温暖化は相互

に密接に関連するため、近接させて整理してい

ます。三つの日本一のうち、障がい者について

は、福祉的就労を含めた多様な働き方があると

いう観点から雇用率日本一から活躍日本一に変

更しています。 

元気の分野では、農林水産業の現行計画はマ

ーケットインの商品（もの）づくりなど取組を

横串でとらえた施策としていますが、今回は生

産者に内容をより分かりやすく伝えるため農業、

林業、水産業ごとに振興策を整理しています。

また、人手不足が大きな課題となる中で、分野

横断的な人づくりと、誰もが活躍できる社会づ

くりをセットで推進するため、多様な働き方と

女性活躍の政策を統合します。 

未来創造の分野では、未来創造の全ての政策

にかかわる交通ネットワークを先頭に位置付け、

広域交通ネットワークの充実が人と物の流れを

活性化させ、企業立地、産業集積に加え、移住、

定住も後押しすることで新たな人材や地域の担

い手確保にもつながる流れで整理しています。

加えてカーボンニュートラル、デジタル、先端

技術の政策を新設し、最後に教育の政策で締め

くくることとしています。 

１７ページから１９ページは、政策・施策体

系を現行計画と比較したものです。このうち土

木建築部で所管する政策・施策の主なポイント

について説明します。 

１７ページを御覧ください。 

安心の分野です。土木建築部所管の政策・施

策について、左側の現行計画を青色、右側の新

たな計画を赤色で示しています。右上の政策１

災害に強い県土づくりと危機管理の強化につい

て、さきほど全体の主なポイントで説明したと

おり現行計画８から移動させ、分野先頭の政策

に位置付けています。施策（１）では流域治水

や土砂災害対策の推進、地震・津波対策や社会

インフラの老朽化対策等を進めていきます。施

策（２）ではＡＩやドローン等先端技術の活用

によるソフト面の強化を図っていきます。また、

政策３すべてのこどもが健やかに生まれ育つ温

かい社会づくりでは住環境や周辺環境、交通環

境の整備などについて、施策（３）にこどもま

んなかまちづくりの推進として新たに追加して

います。 
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 １９ページを御覧ください。 

未来創造の分野です。右上の政策１未来へつ

ながる交通ネットワークの充実と企業立地・産

業集積の促進について、さきほど全体の主なポ

イントで説明したとおり現行計画の４から移動

させ、分野先頭の政策に位置付けています。施

策（１）から（３）の取組により広域交通ネッ

トワークや九州の東の玄関口としての拠点に加

え地域交通を充実させ、人や物の流れの活性化

を目指します。また、カーボンニュートラルへ

の取組は、未来を創造する上で特に重要である

ため、政策３大分県版カーボンニュートラルの

推進を新たに創設し、施策（１）においてカー

ボンニュートラルポートの形成などを目指しま

す。 

 政策４デジタル社会の実現と先端技術への挑

戦も新規の政策です。施策（１）においてデジ

タル技術や先端技術を活用し、建設業における

生産性の向上などを目指します。 

太田委員長 以上で、説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。委員の皆様から御

質疑、意見等はありませんか。 

宮成委員 新長期総合計画の策定ですが、様々

な課題があり様々な事業を行う上で、土木建築

分野に限らないですが、どの分野でも言えるこ

とは、やはり働き手、担い手が不足している問

題があると思います。 

計画の前文か何かで、労働力不足とか、担い

手不足について書かれると思いましたが、この

委員会の所管に限らず、やはりどこかで人材の

ことを常に頭に置いておかないと、何か全ての

計画が画餅に終わってしまう気がしています。

どこにどう書けということではないですが、こ

の先１０年間で、しっかりと共通認識として持

っておく。そして、それを解決するためには、

一つはさきほども出ました先端技術とか、テク

ノロジーといった部分が担うこともあると思い

ます。もう一つは共生社会。どうやって多様な

人間がそれを支えるか。しかもどう生産性を高

めるかという絵を描いていかないと何かちょっ

と一つ抜け落ちた感じになる印象を今定例会の

一般質問や佐藤知事が就任して以降の表明等で

も同じことを感じていました。 

どうか土木建築委員会からも幹部職員の皆さ

ん方、どこかでそういった意見を織り込んでい

ただけるとありがたいと思います。 

太田委員長 答えはいいですか。（「はい」と

言う者あり） 

ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

太田委員長 委員外議員の方、御質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

太田委員長 ほかに御質疑等もないので、次に

③の報告をお願いします。 

中村建設政策課長 国土強靱化基本計画の変更

及び大分県地域強靱化計画の改定について説明

します。資料の２０ページを御覧ください。 

 まず、１経緯についてです。国は平成２５年

１２月に国土強靱化基本法を施行し、翌年６月

に国土強靱化基本計画を策定しました。それを

受け、平成２７年１１月に大分県地域強靱化計

画を策定しました。その後、国の基本計画の変

更があり、県計画も令和２年３月に改定してい

ます。 

本年６月、基本法が１０年ぶりに改正され、

施策の実施に関する中期的な計画として、初め

て実施中期計画を策定、実行することが規定さ

れました。法改正を踏まえ、７月には基本計画

が変更されたところです。 

続いて、２国土強靭化基本計画の概要につい

てです。まず、（１）４つの基本目標ですが、

前回の計画から変更はありません。（２）国土

強靱化にあたって考慮すべき主要な事項と情勢

の変化として、気候変動の影響、デジタル技術

の活用、パンデミック下における大規模自然災

害などが新たに挙げられています。 

こうした情勢の変化を踏まえ、（３）国土強

靱化を推進する上での基本的な方針を５本柱と

して打ち出しています。その中で新たに、黄色

で着色したデジタル等新技術の活用と地域にお

ける防災力の一層の強化が追加されています。 

例えば、デジタル等新技術の活用では災害時に

おけるドローンの活用、また地域における防災
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力の一層の強化では、防災現場における女性の

参画拡大の取組を進めることとしています。 

本県も社会情勢の変化を踏まえ、さきの改定

からおおむね４年となる県計画の改定に着手す

ることとしたので御報告します。 

資料の２１ページを御覧ください。 

まず、１の検討体制ですが、右側の有識者会

議やパブリックコメント等で意見を伺いながら、

左側の大分県地域強靱化計画推進委員会で改定

を進めていきます。 

 次に、２のスケジュールですが、表の一番上

段にある幹事会を１１月９日に開催し、国土強

靱化基本計画の変更概要等について情報共有を

図りました。今後、関係部局と議論を深めなが

ら、来年６月頃に計画の骨子、１２月頃には素

案を作成し、来年度末の改定を目指します。 

県議会の皆様には、計画骨子や素案など各段

階において御報告しますので、大所高所からの

御意見を賜りますよう、よろしくお願いします。 

太田委員長 以上で、説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。委員の皆様から御

質疑、意見等はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

太田委員長 委員外議員の方、御質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

太田委員長 別に御質疑等もないので、次に④

の報告をお願いします。 

中川土木建築企画課長 建設工事従事者の安全

及び健康の確保に関する大分県計画の変更につ

いて御説明します。資料の２２ページを御覧く

ださい。 

 本計画は、５月の初常任委員会でも御報告し

ましたが、建設工事従事者の安全及び健康の確

保の推進に関する法律に基づき、建設業の健全

な発展を目指すために、平成３０年１２月に策

定したもので、今年６月に国の変更基本計画が

閣議決定されたことに伴い県計画についても変

更するものです。 

 変更の背景についてですが、２建設工事従事

者の安全及び健康に関する現状と課題にあると

おり計画策定後５年が経過し状況も変化したた

め、新たな取組が必要となりました。 

 一つ目は、気候変動の影響など建設業界を取

り巻く環境の変化への対応や、女性や外国人労

働者、高年齢労働者等の人材の多様化。二つ目

は、危険作業等の減少や建設現場の環境改善の

観点からのインフラ分野のデジタルトランスフ

ォーメーションの推進。三つ目は、新担い手三

法や労働基準法を踏まえた働き方改革や処遇改

善等による入職促進です。 

 そして４の施策、推進事項では具体的な取組

を記載しています。説明した変更の背景につい

て、記載内容を充実させたほか、推進事項の４

環境の変化等への対応強化と５多様化する人材

への対策についてを新たに追加しました。 

 計画の素案の作成にあたっては、５推進体制

に記載している関係団体等で構成する推進協議

会の場で協議を重ね、検討を進めてきました。 

 今後は、６スケジュールにあるとおり１月に

パブリックコメントを実施し、２月の推進協議

会を経て、３月の第１回定例会の常任委員会で

御報告し、成案として公表する予定です。 

なお、計画の素案をＳｉｄｅＢｏｏｋｓ（サ

イドブックス）の土木建築委員会のフォルダに

格納していますので、後ほど御覧ください。 

太田委員長 以上で、説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。委員の皆様から御

質疑、意見等はありませんか。 

宮成委員 ここで考えていいのか分からないで

すが、前回までの委員会等でも結構いろんな議

員から除草、道路管理の話が出ました。 

一方、気候変動等で、この夏はすごく暑かっ

たこともあって、実際除草作業など道路の維持

管理をする中で、やはり水分補給などの熱中症

対策、適切な体調管理が必要になると思います

が、ただ事業者側からすると、予算や単価等が

なかなか上がらない中で対応が非常に苦しいと。 

一方で予算全体を見ても、県の予算の中で土

木建築部の予算の確保もすごく苦しんでいるの

ではないかなと思います。 

ただ、あれだけ多くの議員から道路の維持管

理を適切にという意見が多い中で、勇気を持っ

て単価を見直していくことも、こういった健康
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の確保に関する大分県計画を変更するにあたっ

て、今一度考える必要があるのではないかと考

えています。何か御意見等あれば、お聞かせい

ただきたいと思います。 

三村土木建築部長 お答えします。今年は本当

に猛暑で、猛暑の年は草の伸びが明らかに早い

んですよね。特に猛暑で夕立が来ると、雑草の

環境が一番よくなるなど今年は当たり年でした。 

私は部長になって多くの団体と話す中で、ほ

ぼ草刈りは大丈夫かという話をいただいていま

す。当然、この件は全庁的にしっかりと対応す

る話だと思っているので、問題点を意識してい

ることは御理解いただきたいと思います。 

宮成委員 一つだけ。実際、建設現場で働く除

草作業をする方の人材確保が厳しい中、雇用主

側も従業員用の経口補水液等を用意したり、し

かも従業員も権利意識がだんだん高まってきて

休ませてもらわないと困るといった話もあり、

本当に苦しんでいるのは、もうみんなだと思い

ます。いろんな意見を参考にしながら、一番い

い着地点を見つけていただければいいなと願っ

ています。 

太田委員長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

太田委員長 では、私から一つ。草刈り作業も

大切ですが、場所によっては落ち葉とかが長年

堆積していて、そこが非常に雑草にとってはい

い環境になっている。そこに雨が降れば、ます

ます成長するので、それぞれの土木事務所に指

示いただいて、そういう箇所は５年に１度でも

堆積土を撤去することも一緒に加味して対応し

てもらいたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

三村土木建築部長 週に１回、主要な道路は２

回ぐらい巡回していますが、我々では分からな

いところもあるので、ぜひともその辺のアドバ

イス、ヒントをいただきたいと思います。しっ

かり対応します。 

太田委員長 委員外議員の方、御質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

太田委員長 ほかに御質疑等もないので、次に

⑤の報告をお願いします。 

都瑠建築住宅課長 大分県高齢者居住安定確保

計画の変更について御説明します。資料の２３

ページを御覧ください。 

 資料左上１計画の位置付けについてです。本

計画は、図の中央に黄色で着色していますが、

大分県住生活基本計画に基づく個別計画として

平成２５年に策定し、平成３０年及び令和２年

に一部見直しを行っています。 

 次に、資料右上２変更の背景を御覧ください。 

現行計画が令和５年度で期間が満了すること

や福祉保健部のおおいた高齢者いきいきプラン

の見直しとの調和を図るため変更を行うもので

す。 

資料右の中段３現状と主な課題については、

今後も高齢者数や高齢化率の増加が見込まれる

ため、高齢者向け住宅等の供給確保や相談しや

すい体制整備等が必要となっています。 

 資料左下４計画の概要を御覧ください。 

 現状と主な課題を踏まえ、三つの目標と五つ

の基本指標を掲げています。 

主な変更内容は、資料右下を御覧ください。 

まず、計画期間はおおいた高齢者いきいきプ

ランとあわせ、令和６年度から８年度とし３年

ごとに見直しを行います。 

次に、居住支援の取組の拡充です。市町村ご

との居住支援協議会等の支援体制確立を推進し

ます。また、空き家を活用した住まい確保の検

討や、居住支援法人等の多様な主体との連携を

推進します。 

今後のスケジュールは、１２月までに大分県

高齢者福祉施策推進協議会や関係団体から意見

をいただきながら素案を作成し、その後パブリ

ックコメントを行い、３月中に公表予定です。 

太田委員長 以上で、説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。委員の皆様から御

質疑、意見等はありませんか。 

宮成委員 居住支援協議会が全ての市町村で設

置されているのかと、県内の居住支援法人はど

ういう状況かを分かる範囲で構わないので教え

てください。 

都瑠建築住宅課長 居住支援協議会の現在の市
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町村の状況について、現在設置されているのは

豊後大野市と竹田市の２市です。今年度、ほか

に２市が設立の準備を図っているところです。 

居住支援法人は県下で１５団体ほどです。今

後も数多く、こういった相談体制が整うように

増やしていきたいと考えています。 

高橋委員 私が県議会議員になって１年目のと

きに、高齢者が臼杵市にある県営住宅に入りた

いという話がありました。既に前の入居者がか

なり使い込んでいる感じで、ぼろぼろになって

いたので、いいものに変えてほしいと。ところ

が、たったそれだけの話が最初は先に進まなか

ったですね。私から土木事務所などに相談して、

その後はある程度話はスムーズに行きましたが。

今、高齢者で結構県営住宅などに入りたい方が

いるので、やはりここにはバリアフリー化と言

いますか、それぞれの方の特徴に応じた住宅の

改築、改修はどうしても必要になってくると思

います。 

現在、県内の県営住宅のバリアフリー化は、

どの程度進んでいるのでしょうか。 

大谷公営住宅室長 すみません、今手元に数字

がないですが、大体３割強。４割までいきませ

んが、それぐらいのバリアフリー化はできてい

ると思っています。 

高橋委員 結構若い夫婦とか子ども連れも入っ

たりしますが、やはり高齢者が住みやすいバリ

アフリーは、子どもたちなどにとっても優しい

住宅なんですね。 

なかなか一遍には進まないとは思いますが、

そういうところも含めた安定した住宅確保を今

後もお願いしたいと思います。 

戸高委員 現状と課題のところの主な課題のバ

リアフリー化等のリフォームが行われる仕組み

の説明をお願いします。 

都瑠建築住宅課長 バリアフリー化のリフォー

ムが行われる仕組みですが、なかなか県として

は、福祉保健部で手すりとか段差解消の補助制

度を、土木建築部では子育て・高齢者住宅リフ

ォーム事業の補助制度を活用して、市町村と連

携して補助金の制度を作っています。こういっ

た仕組みづくりをさらに充実して、まだやって

いない自治体もあるので、さらに充実させてい

きたいと考えています。 

戸高委員 そういう意味での課題ですね。やっ

ていないところがあるから、それを充実させて

いきたいと。 

都瑠建築住宅課長 なかなか補助という支援が

ないと進まない部分があるので、補助制度とか、

バリアフリー化することによって安全性が高ま

るとか、転倒とかを防止できるといったことの

周知活動も含めて、まだ取組に課題があるとい

うことで、ここに書いています。 

戸高委員 ありがとうございました。左側にあ

る目標１のセーフティネット住宅の高齢者の拒

まない住宅の戸数と書いていますが、実際には

高齢者も含め障がい者などが入居を拒まれるケ

ースが多く、特に合理的配慮もあり事業者がな

かなか受け入れできないことがあって、これか

ら補助金制度の活用をもっとしっかりと広げ、

事業者がメリットになる形が作れないと、なか

なか進まない現状もあります。そうした現状、

課題を国にしっかり伝え、県としても推し進め

ていただきたいので、よろしくお願いします。 

都瑠建築住宅課長 貸主や不動産会社が高齢者

や低所得者に対して入居を拒むことが、いまだ

に現状としてあります。今拒まない住宅の登録

制度があるので、こうした拒まない賃貸住宅を

ホームページ等で明確にし、拒まない住宅をど

んどん増やしていきたいと考えています。 

太田委員長 私からいいですか。この計画の変

更は、ほとんど高齢者しかうたっていません。

親子間のこととか、近居、同居などには全然触

れていませんが、その辺のことはどうお考えで

しょうか。 

都瑠建築住宅課長 今回の高齢者居住安定確保

計画について、家族間や近居、支援者はこの中

にはないのですが、大分県住生活基本計画で近

居や家族間の支援について定めています。 

太田委員長 ほかに御質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

太田委員長 委員外議員の方、御質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 
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太田委員長 ほかに御質疑等もないので、次に

⑥の報告をお願いします。 

志賀ポートセールス推進監 ホーバーターミナ

ルおおいたの設置及び管理に関する条例の制定

について御説明します。資料の２４ページを御

覧ください。 

 ホーバーターミナルおおいたの設置及び管理

に関する条例の制定については、総務企画委員

会の付託案件ですが、港湾施設管理条例の一部

改正を伴うため今回報告するものです。 

港湾施設管理条例は、県の管理する港湾の適

正な運営に資するため港湾施設の管理に関し必

要な事項を定めたものです。 

資料上段の１改正の概要を御覧ください。 

大分港西大分地区の臨港地区内に設置される

ホーバー関連施設は、港湾法の規定により港湾

施設となりますが、ホーバークラフトの運航に

よる大分空港利用者の利便性向上及び発着地を

中心とした、にぎわいを創出することを目的と

したホーバーターミナルおおいたの設置及び管

理に関する条例の制定に伴い、大分空港がある

国東側と一体的に管理するため港湾施設管理条

例の適用除外とする条文を追加するものです。 

 資料中段の２追加する主な条文については、

その下に記載した第２４条適用除外です。その

下、補足を御覧ください。①港湾施設管理条例

の適用除外となるものについては、その下にあ

る第２章使用及び占用、第３章使用料等などで

す。補足の右側②適用となるものについては、

その下のとおり第１章総則、第４章行為の規制

のうち第１７条の禁止行為、第６章雑則のうち

第２５条の規則への委任、第２６条第３項第１

号の禁止行為の規定に違反した者への罰則規定

です。これらは引き続き港湾施設管理条例の適

用となります。 

 ３施行期日については、公布の日から６か月

を超えない範囲内において規則で定める日とし

ています。 

太田委員長 以上で、説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。委員の皆様から御

質疑、意見等はありませんか。 

宮成委員 この委員会には直接関係ないかもし

れませんが、ホーバーターミナルの条例の適用

除外とするのは、にぎわいを創出することを目

的とした、その施設の新たな整備であり、単に

港湾施設管理条例じゃなくてソフト面を含めた、

にぎわい創出の話で港湾施設管理条例は適用除

外という把握の仕方でいいですか。書いている

ことは分かりますが、この適用除外とする意図

を教えてください。 

志賀ポートセールス推進監 宮成委員のおっし

ゃるとおり、ホーバーターミナルは国東側と西

大分側が一緒になっています。国東側は港湾区

域ではないので港湾施設管理条例には適用され

ません。一方、西大分側は港湾施設管理条例が

適用されることを大前提に説明します。一体で

管理する中で、西大分側はホーバーターミナル

の条例で、その際ホーバー条例と港湾条例と二

重になるところがあるので、その部分は港湾条

例は除外してホーバーターミナルの条例で管理

していこうとするものです。 

原田委員 ２０２３年度に就航予定でしたが、

延び延びになって、結局いつ頃運航開始される

のでしょうか。 

藤川交通政策課長 いつ頃再開できるのか、１

番船の修理がどうなるのかは、運航事業者等と

調整しており、現状いつ頃運航開始になるかは

正に協議中ですので、今の段階で今年度中に行

けるとか、延ばさなきゃいけないなど申し上げ

る状態にありません。 

井上副委員長 一番最後の施行期日ですか、こ

れはホーバーターミナルおおいたの設置及び管

理に関する条例の施行期日、この日はいつ決ま

りますか。 

藤川交通政策課長 さきほどの質疑と関連して

おり運行開始、いわゆる施設を供用開始すると

きに、この条例の適用を始めることを考えてい

て、それが運行開始のタイミングに大体近くな

るのかなと、それで運航開始の時期はまだ未定

で６か月以内にと定めています。 

〔委員外議員退室〕 

太田委員長 ほかに御質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

太田委員長 ほかに御質疑等もないので、次に
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⑦の報告をお願いします。 

石和河川課長 令和５年６月３０日からの梅雨

前線豪雨災害対応の進捗状況について御説明し

ます。資料の２５ページを御覧ください。 

９月１２日から開始した現地での災害査定が

１１月１０日に終了し、被害額が確定したので

御報告します。 

まず、公共土木施設の被害状況についてです。

資料の真ん中より少し下の赤枠、公共土木施設

合計を御覧ください。県内４７３か所、被害総

額は１２７億４，５００万円です。 

続いて資料の下側の青枠、災害関連等事業合

計を御覧ください。事業の内容は、今回の災害

に関連した河川災害関連事業及び緊急砂防事業

・緊急地すべり対策事業で、県内５か所、被害

額１８億７，５００万円です。 

以上、土木建築部関係の被害は総合計で４７

８か所１４６億２千万円です。なお、１１月末

時点の工事発注状況ですが、県と市町村合わせ

て４７８か所のうち９２か所、率で１９％とな

っています。県分の被害箇所２７１か所につい

ては今年度末までに２６３か所、率で９７％の

工事発注を予定しています。 

 続いて、資料２６ページを御覧ください。 

主な災害関連等事業の進捗状況について御報

告します。まず、左側上段及び下段の小野川の

災害関連事業についてです。下段の図面を御覧

ください。左側が日田市街地方面、右側が上流

の小鹿田焼（おんたやき）の里がある皿山地区

方面です。全体事業区間としては、延長約２．

１キロメートルですが、河川が屈曲し川幅も狭

い区間①、②及び③は河道拡幅や築堤、橋梁架

替等を実施し、その他の被災箇所である茶色の

ギザギザの線の箇所については現状回復を行い

ます。 

事業の進捗状況ですが、現地査定を終え、国

において事業内容の協議、審査中であり年内に

は事業採択を受ける見込みです。事業採択後は、

速やかに詳細な設計業務等を発注し、地元の方

から用地の協力をいただきながら１日も早い工

事完成に努めていきます。 

次に、右側上段の由布市湯布院町の畑倉地区

における緊急地すべり対策事業についてです。

被害発生直後からオレンジの破線の範囲の地す

べりブロックにおける二次被害を防止する監視

体制を構築し、１１月には地すべりに対する工

事を全て発注しています。 

今後は、地下水を速やかに排除する横ボーリ

ング工や浸食を防止する法枠工、地すべりの塊

を押さえるアンカー工を実施し、被災した斜面

の安定を図った後、別途災害復旧事業にて土砂

の埋塞を受けた市道や河川の復旧を行うことと

しています。 

今後も安全第一を徹底し、スピード感を持っ

て１日でも早い復旧・復興に向け、しっかりと

取り組んでいきます。 

太田委員長 以上で、説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。委員の皆様から御

質疑、意見等はありませんか。 

井上副委員長 小野川について、写真にある露

木橋は市道だったと思いますが、この橋が架替

えとあるのは県で行うことになったんでしょう

か。 

石和河川課長 おっしゃるとおりです。河道の

拡幅に関して、県の関連事業の中で一緒に行っ

ていきます。 

井上副委員長 そうすると、この奥に家が数軒

ありますが、この橋の架替えの間の対応は分か

りますか。 

石和河川課長 当然その部分は通れませんので、

そこで暮らす方の迂回路を確保しながら工事を

進めたいと思います。 

井上副委員長 もう一つ、上流側に車道ではな

く歩道が通っていて、上流側の橋を利用した迂

回路になりますか。 

石和河川課長 そうです。架け替えているとき

にはそこを通れませんので、工事によって少し

変わってきますが、当然上流側や下流側のいろ

いろな形で対応したいと思います。 

太田委員長 ほかに御質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

太田委員長 ほかに御質疑等もないので、以上

で、諸般の報告を終わります。 

委員の皆様この際、ほかに何かありませんか。 
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三浦委員 さきほどの除草、草刈りのところで、

私も最後に部長にちょっとお願いしようかなと

思っていて、先日全県の建設業協会の役員の皆

さんと意見交換会をしました。 

そこに来ている建設業の社長は大手の方ばか

りですが、そこで出た話は草刈りでした。内部

でもとても大変だということで、さきほど全庁

的にと部長の御発言をいただきましたが、これ

はしっかり取り組んでいかないといけない喫緊

の課題の一つじゃないかなと思っているので、

ぜひ部局横断でしっかり検討していただき、ま

たしっかり来年度予算に反映できる形で、我々

も各省において要望していきたいなと思うのが

まず１点です。 

あわせて、それぞれ支部の役員の皆さん、私

の地元だと杵築支部ですが、今言う全県の建設

業協会の役員よりも事業体、従業員数とかも少

ない方も当然協会の中にいます。既に耳に入っ

てることもあるかもしれませんが、そういった

声の情報を２点だけ御報告したいと思います。 

１点目が、働き方改革関連の２０２４年問題

です。それぞれの産業が人材不足と言われてる

中、建設業も正に人材不足であり、２０２４年

４月からの問題で、心配されている中小企業の

社長が多かったなと私は印象を持っています。 

もう１点が、既にスタートしているインボイ

ス制度。一人親方が、なかなかこのインボイス

対応が取れない話も何件か耳に入っています。

その辺で、それぞれ土木事務所にも様々な意見

がもう既に来ていると思いますが、きめ細やか

な配慮をぜひして、しっかり事業予算も確保で

き、これから可決されれば、速やかに執行する

など、しっかりその辺で県内の建設業の皆さん、

大きいところから一人親方までしっかり行き渡

るぐらいの事業はお願いします。課題を持たれ

ている方がいる状況をお伝えしようかと思うの

で、ぜひ部長よろしくお願いします。 

三村土木建築部長 非常に貴重な御意見ありが

とうございます。草刈りは、私が一番肌感覚で

分かったことで、しっかりと全庁的に取り組ん

でいます。いろんなところで大所高所から、ま

た御支援賜ればと思います。 

建設業協会の支部について、昨年私が１４支

部を回り、今年は五ノ谷審議監も１４支部を回

るなど県のトップがしっかりと顔を突き合わせ

て支部の声を聞く体制を取っています。 

当然、働き方改革は一番心配するところであ

り、いろんな取組をやろうとしています。例え

ば１２月は、ＩＣＴ、ＤＸを一生懸命取り組む

強化月間になっていて、別府市の砂防ダムの前

に実証の訓練スタジアムなどを作り、誰でも来

てカーナビなど体験してもらう取組をしようと

していますし、また特に夜の作業を少なくする

などテレワークもできないかという取組もして

います。 

また、女性の活躍もかなり進歩しているので、

とにかくこれはしっかりと頑張りたいと思いま

す。 

また、インボイス制度の話も我々全庁的に何

かお手伝いできることがありましたら、しっか

りとやりますので、いろんなところでお声を賜

ればと思います。しっかりと頑張っていきます。

よろしくお願いします。ありがとうございます。 

井上副委員長 一つだけ。これはもう全般的な

話ですが、建設会社のクラス分けをＡ、Ｂ、Ｃ

及びＤでしていますよね。例えばＢクラスは工

事の規模が２千万円から４千万円ですかね。そ

の施工管理の技術力によってクラス分けをして

いると思いますが、発注するときの金額は税込

みですよね。例えば、Ｂクラスなら４千万円ま

での工事はできていたが、消費税が３％、５％

になり、今の１０％になってくると４千万円の

工事が４，４００万円になってしまい、本来そ

こまでできる技術があるのに、消費税の分が高

くなるから、上のクラスの仕事になってしまう

んですよね。これは例えば、消費税が１５％や

２０％とかになったら、ますますそれが甚だし

くなってきますが、その辺のところは今後もず

っと税込みの発注が基本になるのでしょうか。 

清永公共工事入札管理室長 クラス分けの話を

いただきました。井上副委員長のおっしゃると

おり、４千万円を境にＡクラスとＢクラスを分

けて発注しています。多分、資材や人件費の高

騰により今までは４千万円未満だった工事、そ
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れでできたものが高くなったから、それまでで

きていたＢクラスの人たちは、それぐらいの工

事をしてもいいのではないかとの話だと思って

います。 

一方、大分県の場合は４千万円を境に４千万

円以上は一般競争入札で取り組んでいます。今

のＢクラスの方も下にＣクラスがあって幅がや

っぱりあります。皆さんがぎりぎりの４千万円

近くの仕事ばかりやっているわけでもないし、

そもそも、なりわいとしてＡクラスの仕事の下

請に入るのが多い方もいます。 

それぞれのエリアでは、井上副委員長の地元

である日田市とはまた違う状況のエリアもあろ

うかと思います。ですから、その辺の全体を見

ながら、大分県全体のＢクラスの状況を見るこ

と、実際の経営利益の状況を毎年定点観測して

おり、今ちょっと数字を持ち合わせていません

が、特別な状況にはなく横ばいの現況です。 

この中で、やはり一般競争入札は４千万円の

ライン、これはもうプラスとは関係なく別の次

元で決めているラインですから一般競争入札の

世界にそのクラスの人たちが入るかとなると、

ちょっと競争は厳しい中で、やはり体力的に厳

しい方もいるのではないかと見ているので、い

ろんな視点から業態の状況、それから発注する

工事の見通しとかを見ながら、そのクラスの考

え方を研究して慎重に考えないといけない認識

です。 

井上副委員長 クラスの分け方について、金額

によって決めるのはいいけど、税込みになって

いますよね。だから、工事の金額とは別に税制

が変わるたびにできていた仕事ができなくなる

人が出てくるんですよね。 

Ｃクラスなら２千万円までできて、２千万円

までならやる能力があるけど、それが消費税１

０％を加えると２，２００万円になる。そうす

ると本来なら２千万円までの技術力があるけど、

消費税を別にすると１，８００万円ぐらいまで

の工事しかできない。これが将来的に消費税が

１５％とか２０％とかになると、なおさらでき

る範囲が変わってくる。その代わり、下の金額

の工事が上がってきますが、そうすると今度は

小さい工事が増えてくるかもしれないけど、そ

の辺をずっと税込みとなるのだろうかと。私も

Ｂ、Ｃクラスの人からちょっと尋ねられたんで

すよね。 

三村土木建築部長 井上副委員長の御心配もよ

く分かりまして、今の消費税が変わってきたら

どうするのかと。 

一方で、当然資材の物価高騰とかも含め、今

のＡ、Ｂ、Ｃ及びＤのランクがどうなのかとい

う考えが確かにあります。ただ、いずれにせよ、

その完成工事高によってランク付けが決められ

ているところで、ここは私が言うと話が大きく

なり過ぎるので、あまり言えませんが、やはり

ここは実勢を見ながらの判断だと思います。 

例えば、今度もＷＴＯの金額が変わるうわさ

も入っているし、いろんなところを見ながら、

やはりおかしくなったとなれば、いろんな方の

意見を聞きながらの判断となります。ただ、今

の段階でその考えがあるかと言うと、ハレーシ

ョンが大きいですから、まだありません。ただ

し、その情報はしっかりと入手すべきだと思っ

ています。 

宮成委員 中九州横断道路の犬飼－宮河内につ

いて朗報が飛び込んできました。知事からも力

強い意見の表明もありましたし、一般質問では

阿部長夫議員からも援護射撃等をいただいてい

ます。道路が整備されると、つながらなくても

整備したところだけでも本当にありがたいです

が、つながるとより効果が倍増、１０倍増にな

ります。竹田市から阿蘇市の道路もまだしっか

りと、この後の展開、少しでも早くと思って期

待している地域住民が多いですが、残念ながら

用地買収がなかなか、はかばかしく進んでいな

いこともあって、どうかこれまでのいろいろな

御尽力に御礼方々、より一層国と市町村と連携

を図る中で少しでも早期の実現、全線開通を目

指して力を尽くしていただければと思っていま

す。本当にいろいろありがとうございます。今

後ともよろしくお願いします。 

三村土木建築部長 決意表明をと受け止めまし

た。しっかりと頑張ります。また、お力をいた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 
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宮成委員 ありがとうございます。 

太田委員長 ほかに何かありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

太田委員長 ほかにないので、これをもって土

木建築部関係の審査を終わります。 

執行部は御苦労様でした。 

委員の皆様はこの後内部協議があるのでその

ままお待ちください。 

 

〔土木建築部退室〕 

 

太田委員長 これより内部協議を行います。 

まず、閉会中の所管事務調査の件についてお

諮りします。お手元に配付のとおり各事項につ

いて閉会中、継続調査を行いたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

太田委員長 御異議がないので、所定の手続を

取ることにします。 

この際、ほかに何かありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

太田委員長 別にないので、これをもって本日

の委員会を終わります。 

お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


